
返戻制度 

 

当社の職業紹介により就職した求職者の方が、入社後 6 か月以内に求職者の都

合により退職した場合は、下記の通り受領した紹介手数料を返戻する制度を設

けております。 

 

 

勤続 返戻料率 

１ヶ月以内の離職 紹介手数料の８０％ 

３ヶ月以内の離職 紹介手数料の５０％ 

６ヶ月以内の離職 紹介手数料の１０％ 
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